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平
成
十
五
年
十
月
二
十
四
日
（
金
）
天
王
町
立
図
書
館
に
お
い
て
、
第
五
回
合
併
協
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
会
に
は
、
委
員
等
十
九
名
が
出
席
し
、
約
五
十
人
が
傍
聴
し
ま
し
た
。

は
じ
め
に
石
川
会
長
は
『
基
本
五
項
目
の
内
、
三
項
目
に
つ
い
て
が
ま
だ
決
定
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
議
論

を
尽
く
し
て
一
歩
で
も
二
歩
で
も
前
に
進
み
た
い
と
考
え
て
い
る
』
と
あ
い
さ
つ
。

続
い
て
、
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
な
ど
五
項
目
と
継
続
協
議
と
な
っ
て
い
ま
し
た
新
市
の
名
称

な
ど
三
項
目
の
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

協
議
事
項

《
継
続
協
議
》

新
市
の
名
称
に
つ
い
て

（
名
称
の
決
定
方
法
の
確
認
）

《
継
続
協
議
》

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て

（
合
併
時
の
事
務
所
の
位
置
の
確
認
）

《
継
続
協
議
》

財
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い
）

「
新
市
の
名
称
」「
新
市
の
事
務
所
の
位
置
」「
財

産
の
取
扱
い
」
の
三
件
に
つ
い
て
は
、
委
員
か
ら

「
こ
れ
ま
で
十
分
議
論
を
尽
く
し
て
き
た
。
一
歩
で

も
前
に
進
む
た
め
に
、
三
町
の
町
長
及
び
議
会
議
長

か
ら
な
る
小
委
員
会
を
設
置
し
て
調
整
案
を
検
討

し
、
協
議
会
へ
諮
っ
た
ら
ど
う
か
」
と
の
提
案
が
あ

一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い

に
つ
い
て

一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

●
一
般
職
の
職
員
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関

す
る
法
律
第
九
条
に
よ
り
、
す
べ
て
新
市
の
職
員

と
し
て
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
職
員
数
に
つ
い

て
は
新
市
に
お
い
て「
定
員
適
正
化
計
画
」を
策
定

し
、定
員
管
理
の
適
正
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

●
職
員
の
職
名
・
職
階
に
つ
い
て
は
、
人
事
管
理
及

び
職
員
の
処
遇
の
観
点
か
ら
合
併
時
に
統
一
す
る
。

●
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
処
遇
及
び
給

与
の
適
正
化
の
観
点
か
ら
調
整
し
、
合
併
後
速
や

か
に
統
一
を
図
る
。

特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て

特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と

お
り
確
認
し
ま
し
た
。

●
特
別
職
の
設
置
・
人
数
・
任
期
に
つ
い
て
は
、
法

令
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
法
令
等
の
定
め

が
な
い
場
合
は
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

●
特
別
職
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
報
酬
額
及

び
類
似
団
体
の
報
酬
額
を
参
考
に
調
整
す
る
。

平
成
十
五
年
度
合
併
協
議
会

補
正
予
算
（
案
）
に
つ
い
て

補
正
予
算
（
第
一
号
）
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

二
、
六
二
六
千
円
を
減
額
し
、
予
算
の
総
額
を
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
九
、
一
七
五
千
円
と
す
る
こ
と
を

原
案
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

補
正
予
算
の
主
な
内
容
は
、
任
意
協
議
会
解
散
に

よ
る
決
算
上
の
剰
余
金
を
繰
入
れ
し
た
こ
と
な
ど
に

よ
り
、
三
町
の
負
担
金
を
そ
れ
ぞ
れ
一
、
五
五
八
千

円
減
額
す
る
も
の
で
す
。

り
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
正
副
会
長
は
「
こ
の
問

題
を
打
開
す
る
た
め
の
小
委
員
会
の
設
置
で
あ
り
、

今
が
最
適
な
時
期
だ
と
思
う
。
民
意
を
尊
重
し
な
が

ら
調
整
案
の
土
台
と
な
る
も
の
を
小
委
員
会
で
話
し

合
い
、
協
議
会
に
諮
り
た
い
」
と
の
考
え
を
示
し
、

三
町
の
町
長
及
び
議
会
議
長
か
ら
な
る
小
委
員
会
を

設
置
す
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
に
つ
い
て

（
小
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
）

農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び

任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
小
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
）

議
会
議
員
及
び
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任

期
の
取
扱
い
の
二
件
は
、「
協
議
会
委
員
に
よ
る
小

委
員
会
を
設
置
し
、
定
数
及
び
任
期
に
つ
い
て
調

査
・
検
討
し
、
協
議
会
へ
諮
る
」
と
す
る
調
整
案
で
、

関
連
が
あ
る
こ
と
か
ら
一
括
上
程
し
、
協
議
し
ま
し

た
。協

議
で
は
、「
小
委
員
会
を
設
置
せ
ず
、
協
議
会

で
決
定
す
べ
き
」「
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
に
持
ち
帰
り
、

検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」「
協
議
会
委
員
は

そ
れ
ぞ
れ
の
町
の
代
表
で
あ
り
、
協
議
会
で
決
定
し

た
も
の
を
も
っ
て
各
町
の
議
会
に
説
明
す
べ
き
」
な

ど
と
意
見
が
分
か
れ
、
継
続
協
議
と
し
ま
し
た
。

○
条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

○
一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

○
町
名
、
字
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て

○
消
防
団
の
取
扱
い
に
つ
い
て

○
指
定
金
融
機
関
、
支
払
い
等
に
関
す
る
業
務

の
取
扱
い
に
つ
い
て

◆
提
　
案
◆

（
次
回
十
一
月
十
四
日
協
議
事
項
）
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九
月
二
十
四
日
か
ら
十
月
十
六
日
に
か
け
て
、
三
町
十
二
か
所
の
会
場
で
住
民
説
明
会
が
開
催
さ
れ
、
合
併
協
議
状

況
と
「
新
市
将
来
構
想
」
が
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
説
明
後
の
質
疑
・
意
見
交
換
に
お
け
る
、
住
民
の
皆
様
か
ら
の
新
市

ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
貴
重
な
ご
意
見
、
ご
要
望
等
は
、
今
後
の
建
設
計
画
に
反
映
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今

号
で
は
、
住
民
説
明
会
で
の
主
な
質
疑
応
答
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

九
月
二
十
四
日
か
ら
十
月
十
六
日
に
か
け
て
、
三
町
十
二
か
所
の
会
場
で
住
民
説
明
会
が
開
催
さ
れ
、
合
併
協
議
状

況
と
「
新
市
将
来
構
想
」
が
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
説
明
後
の
質
疑
・
意
見
交
換
に
お
け
る
、
住
民
の
皆
様
か
ら
の
新
市

ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
貴
重
な
ご
意
見
、
ご
要
望
等
は
、
今
後
の
建
設
計
画
に
反
映
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今

号
で
は
、
住
民
説
明
会
で
の
主
な
質
疑
応
答
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

住
民
説
明
会
を
開
催

み
ん
な
で
考
え
る
新
市
将
来
の
姿

〜
こ
の
よ
う
な
質
問
が
で
ま
し
た
〜

問
　
県
内
で
も
、
名
前
や
庁
舎
の
こ
と
で
離
脱
す
る

市
町
村
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ

う
進
め
て
ほ
し
い
。

答
　
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
で
の
合
併
す
る
と
い
う
民
意

が
六
〇
〜
七
〇
％
あ
り
、
こ
れ
を
尊
重
し
、
譲
り

合
い
な
が
ら
ま
と
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

問
　
新
市
の
名
称
を
一
般
公
募
し
て
早
く
決
め
て
ほ

し
い
。

答
　
公
募
し
、
小
委
員
会
で
候
補
を
絞
り
、
合
併
協

議
会
で
決
定
す
る
こ
と
は
決
ま
っ
て
い
る
。
応
募

基
準
に
つ
い
て
「
三
町
の
名
称
を
使
用
し
な
い
」、

「
三
町
の
名
称
は
使
用
で
き
る
」
で
意
見
が
平
行

線
を
た
ど
っ
て
い
る
。
こ
こ
一
、
二
回
で
決
め
た
い
。

問
　
○
○
市
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
下
に
天
王
、
昭

和
、
飯
田
川
の
現
町
名
は
使
え
る
の
か
。

答
　
可
能
で
あ
る
。
秋
田
市
・
河
辺
町
・
雄
和
町
合

併
協
議
会
で
は
秋
田
市
河
辺
、
秋
田
市
雄
和
と
す

る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
。

ら
な
い
よ
う
配
慮
し
、
地
域
の
伝
統
や
文
化
が
う

ま
く
継
承
さ
れ
る
よ
う
な
施
策
を
実
施
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

問
　
議
員
の
人
数
を
適
正
な
数
に
し
て
ほ
し
い
。

答
　
三
町
の
議
員
定
数
は
現
在
合
わ
せ
て
五
十
四
人

で
あ
る
が
、合
併
に
よ
り
二
十
六
人
以
内
と
な
る
。

た
だ
し
合
併
当
初
は
特
例
措
置
が
あ
り
、
現
在
協

議
中
で
あ
る
。

問
　
合
併
後
の
議
員
定
数
が
二
十
六
人
以
内
に
な
っ

た
時
点
で
選
挙
区
は
全
市
か
。

答
　
公
職
選
挙
法
で
は
小
選
挙
区
も
可
能
だ
が
、
全

国
的
に
あ
ま
り
例
は
な
い
。

長
で
県
に
お
願
い
し
て
い
る
。
県
で
も
全
国
の
例

を
参
考
に
し
な
が
ら
要
望
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。

〜
こ
の
よ
う
な
要
望
が
で
ま
し
た
〜

○
下
水
道
の
整
備
。

○
三
町
の
歴
史
、
文
化
を
集
合
す
る
よ
う
な
施
設

の
整
備
。

○
小
学
校
の
改
築
、
集
会
所
の
整
備
。

○
都
市
計
画
区
域
の
線
引
き
の
見
直
し
。

○
老
人
福
祉
施
設
の
整
備
。

問
　
税
率
や
介
護
保
険
料
な
ど
は
各
町
で
違
う
よ
う

だ
が
、
合
併
す
る
と
一
律
に
な
る
の
か
。

答
　
住
民
税
、
固
定
資
産
税
な
ど
は
全
て
同
じ
税
率

で
変
更
は
な
い
。
介
護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険

税
に
つ
い
て
は
三
町
異
な
る
が
、
そ
の
取
扱
い
に

つ
い
て
協
議
会
で
今
後
検
討
す
る
。

問
　
子
育
て
支
援
等
の
環
境
整
備
、
高
齢
者
に
対
す
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
体
制
づ
く
り
を
し
て
ほ
し
い
。

答
　
将
来
構
想
で
は
「
安
心
し
て
楽
し
く
健
や
か
に

暮
ら
せ
る
ま
ち
」
を
基
本
目
標
に
各
種
福
祉
施
策

を
積
極
的
に
進
め
て
い
く
。

問
　
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
担
っ
て
い
く
、
高
校
生
な

ど
の
若
年
層
か
ら
意
見
を
く
み
取
っ
て
い
く
方
法

は
な
い
の
か
。

答
　
広
く
各
層
か
ら
意
見
を
聞
く
た
め
、
十
五
歳
以

上
の
方
々
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

問
　
一
部
事
務
組
合
は
ど
う
な
る
の
か
。

答
　
湖
南
衛
生
処
理
組
合
と
羽
城
中
学
校
組
合
は
、

新
市
に
引
き
継
が
れ
る
。
消
防
な
ど
そ
の
他
の
一

部
事
務
組
合
は
、
関
係
市
町
村
の
議
会
の
同
意
が

必
要
と
な
る
の
で
、
当
面
今
ま
で
ど
お
り
と
思
わ

れ
る
。

問
　
財
産
区
は
ど
う
な
る
の
か
。

答
　
今
後
、
財
産
区
の
協
議
委
員
会
な
ど
を
開
き
検

討
し
て
い
く
。

問
　
合
併
し
た
場
合
、
市
街
化
区
域
の
線
引
き
は
ど

う
な
る
の
か
。

答
　
一
市
三
町
に
よ
る
秋
田
都
市
計
画
か
ら
離
れ
、

新
市
の
独
自
の
都
市
計
画
を
つ
く
り
た
い
と
三
町

問
　
新
市
の
名
称
は
全
く
新
し
い
も
の
を
使
っ
た
方

が
よ
い
の
で
は
。

答
　
新
市
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
名
前
を
考
え
る
た
め

に
公
募
す
る
。
人
気
投
票
で
な
い
か
ら
応
募
数
が

一
位
の
も
の
を
選
ぶ
と
は
限
ら
な
い
。

問
　
合
併
し
て
分
庁
方
式
に
な
る
と
い
う
が
、
役
場

の
窓
口
は
ど
う
な
る
の
か
。
ま
た
、
市
長
は
ど
こ

に
い
る
の
か
。

答
　
各
役
場
に
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
た

め
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
は
現
在
と
変
わ
り
な
く
受
け

ら
れ
る
。
市
長
は
事
務
所
の
位
置
と
決
ま
っ
た
庁

舎
に
い
る
こ
と
に
な
る
。

問
　
合
併
し
な
く
て
も
町
単
独
で
い
け
る
の
か
。

答
　
合
併
を
検
討
す
る
に
際
し
、
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
行
っ
た
が
、
財
政
調
整
基
金
を
取
り
崩

し
て
も
町
単
独
で
い
く
こ
と
は
困
難
。

問
　
財
政
が
大
変
と
い
う
こ
と
で
合
併
す
る
の
に
特

例
債
で
借
金
す
る
の
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。

答
　
全
部
借
金
で
は
な
く
、
七
〇
％
が
交
付
税
算
入

さ
れ
、
三
〇
％
が
自
己
負
担
と
な
る
。
特
例
債
の

使
途
は
今
後
検
討
し
て
い
く
。

問
　
将
来
構
想
の
基
本
目
標
等
に
つ
い
て
は
、
現
在

の
町
で
も
行
っ
て
い
る
内
容
で
あ
る
。
新
市
の
具

体
的
な
姿
を
明
確
に
出
し
て
ほ
し
い
。

答
　
将
来
構
想
は
三
町
合
併
の
基
本
と
な
る
も
の
で

あ
り
、
住
民
説
明
会
や
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
で
出
さ

れ
た
意
見
や
要
望
を
も
と
に
、
ど
の
よ
う
な
道
路

を
つ
く
る
の
か
、
福
祉
の
た
め
に
何
を
す
べ
き
か

と
い
っ
た
具
体
的
な
建
設
計
画
を
今
後
作
成
し
て

い
く
。

問
　
将
来
構
想
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
良
い
こ
と

は
書
い
て
い
る
が
、
マ
イ
ナ
ス
面
が
載
っ
て
い
な
い
。

答
　
合
併
に
は
当
然
心
配
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
サ

ー
ビ
ス
が
低
下
し
た
り
地
域
の
声
が
届
か
な
く
な

▲昭和町農村環境改善センター

▲飯田川町飯塚児童館

▲天王町公民館
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天
王
町

佐
々
木
　
吉
　
和

田
　
口
　
　
　
昇

柏
　
崎
　
重
　
嗣

古
　
山
　
金
　
悦

加
　
藤
　
裕
　
一

佐
々
木
　
美
奈
子

昭
和
町

加
　
藤
　
金
一
郎

川
　
上
　
　
　
孝

安
　
井
　
信
　
英

進
　
藤
　
文
　
明

信
　
田
　
敏
　
幸

吉
　
澤
　
カ
ホ
ル

飯
田
川
町

鎌
　
田
　
善
　
信

冨
　
浪
　
常
　
紀

鐙
　
　
　
セ
イ
子

宇
　
瀬
　
敬
　
悦

新
　
野
　
建
　
臣

石
　
川
　
郁
　
子

新
市
建
設
計
画

検
討
委
員
会

委
員
名
簿

第
一
回
新
市
建
設
計
画
検
討
委
員
会
を
開
催

平
成
十
五
年
十
月
二
十
七
日
（
月
）
天
王
町
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
、
第
一
回
新
市
建
設
計
画
検
討
委
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

は
じ
め
に
、
石
川
会
長
が
、「
新
市
で
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
主
要

な
事
業
に
つ
い
て
委
員
の
皆
さ
ん
か
ら
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
を
い
た

だ
き
、
よ
り
よ
い
建
設
計
画
を
作
成
し
た
い
」
と
あ
い
さ
つ
。

続
い
て
、
会
長
よ
り
各
委
員
に
委
嘱
状
が
交
付
さ
れ
、
委
員
長
に

は
天
王
町
の
佐
々
木
吉
和
委
員
、
副
委
員
長
に
は
昭
和
町
の
加
藤
金

一
郎
委
員
と
飯
田
川
町
の
鎌
田
善
信
委
員
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
委
員
会
は
、
町
か
ら
推
薦
さ
れ
た
住
民
代
表
の
委
員
か
ら
な

り
、
建
設
計
画
案
に
つ
い
て
検
討
提
案
し
て
い
く
も
の
で
す
。

会
議
は
四
〜
五
回
を
予
定
し
て
お
り
、
一
月
末
を
め
ど
に
と
り
ま

と
め
て
い
き
ま
す
。

計
画
の
基
本
方
針

●
計
画
の
趣
旨

本
計
画
は
、
天
王
町
・
昭
和
町
・
飯
田
川
町
の
合
併
後
の
新
市
建
設

を
、
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
三
町
の
一

体
性
の
速
や
か
な
確
立
及
び
住
民
福
祉
の
向
上
等
を
図
る
と
と
も
に
、

地
域
の
均
衝
あ
る
発
展
に
資
す
る
よ
う
配
慮
し
て
策
定
す
る
。

●
計
画
の
構
成
及
び
期
間

本
計
画
は
、
新
市
を
建
設
し
て
い
く
た
め
の
基
本
方
針
、
そ
れ
を
実

現
す
る
た
め
の
主
要
事
業
、
公
共
的
施
設
の
統
合
整
備
及
び
財
政
計
画

を
中
心
に
構
成
し
、
平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
十

か
年
の
期
間
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

●
計
画
の
内
容

「
新
市
将
来
構
想
」
を
ベ
ー
ス
に
、
住
民
説
明
会
や
住
民
ア
ン
ケ
ー

ト
で
出
さ
れ
た
意
見
や
要
望
を
反
映
さ
せ
て
、
新
市
が
実
施
す
る
具
体

的
な
施
策
・
事
業
を
盛
り
込
む
も
の
と
す
る
。

新市まちづくりのための住民アンケートに
ご協力ありがとうございました
新市まちづくりのための住民アンケートを

平成15年9月18日から平成15年9月29日まで

３町の15歳以上の住民に対し、年代別男女別

に約10％（合計3,100名）を無作為抽出し調

査しました。

約1,380通の回答をいただきました。

なお、アンケートの結果等につきましては、

まとまり次第お知らせします。

新
市
ま
ち
づ
く
り
講
演
会

新
市
ま
ち
づ
く
り
講
演
会

住
民
一
人
ひ
と
り
が
合
併
後
の
地
域
の
あ

り
方
を
考
え
る
機
会
と
し
て
、
新
市
の
ま
ち

づ
く
り
に
関
す
る
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

講
師
に
は
、
総
務
省
市
町
村
合
併
推
進
会

議
委
員
な
ど
国
や
多
く
の
自
治
体
の
委
員
な

ど
で
幅
広
く
活
躍
さ
れ
て
い
る
関
西
学
院
大

学
の
小
西
砂
千
夫
教
授
を
お
招
き
し
て
い
ま

す
。合

併
は
、
住
民
一
人
ひ
と
り
に
関
わ
る
大

き
な
問
題
で
す
の
で
、
一
人
で
も
多
く
の
皆

さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

と
　
き
　
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
四
日
（
月
）
午
後
一
時
三
十
分
よ
り

と
こ
ろ
　
昭
和
町
　
羽
城
中
学
校
視
聴
覚
ホ
ー
ル
（
下
記
略
図
参
照
）

※
入
場
は
自
由
で
す
の
で
た
く
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

関西学院大学大学院経済学研究科／産業研究所教授
１９６０年９月生まれ　４３歳
関西学院大学経済学部卒、博士（経済学）
（研究テーマ）
財政学、税、地方財政、市町村合併、財政投融資
（委員等履歴）―上記以外―
財務省「財政制度等審議会専門委員」、総務省「地方
行財政ビジョン委員会」、国土交通省などの各委員
（主な著書）
『地方財政改革論』（日本経済新聞社、2002年）
『市町村合併の決断』（ぎょうせい、2003年）など。

小
こ

西
に し

砂千夫
さ ち お

教授

●講師プロフィール●

昭和男鹿半島�
I.C

大久保駅�
講演会場略図

●駐車場

羽城中学校、町民体育センター、

昭和町役場をご利用ください。
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〒010－0201 南秋田郡天王町天王字上江川４７－６１０　天王町保健センター２階
天王町・昭和町・飯田川町合併協議会事務局

電　話　０１８－８７０－６５６６　ＦＡＸ　０１８－８７８－７２１５
http://www.tsi-gappei.jp/ E-mail：soumu@tsi-gappei.jp

●事務局●

■印刷／株式会社　塚田美術印刷

第6回合併協議会は、平成15年11月14日（金）
午後２時から飯田川町役場正庁で開催します。
第7回合併協議会は、平成15年11月28日（金）

午後２時から昭和町農村環境改善センターで開
催します。
どなたでも傍聴できますのでお気軽においで

ください。

informationinformation インフォメーション

てんのう・しょうわ・いいたがわ

フォト・ギャラリー


